
船舶インシデント調査報告書 

平成２９年３月１６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航阻害 

発生日時 平成２８年８月１８日 １４時００分ごろ 

発生場所 宮城県仙台市大倉ダムのダム湖 

 大平二等三角点から真方位２４２°１,０４０ｍ付近 

 （概位 北緯３８°１９.３′ 東経１４０°４２.４′） 

インシデントの概要  作業船しらひげは、流木の除去作業中、航行ができなくなり、運航

が阻害された。 

インシデント調査の経過 平成２８年８月２２日、主管調査官（仙台事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

作業船 しらひげ、５トン未満（長さ４.６５ｍ） 

 ２１０－３８４２０宮城、宮城県 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 西、風力 ２、視界 良好 

水象：湖面 平穏 

 インシデントの経過 本船は、船長ほか２人が乗り組み、台風の影響でダムの放流設備

（クレストゲート）４門のうち西端の１門（以下「本件ゲート」とい

う。）に引っ掛かった流木の除去作業中、放流時に発生する水流に引

き込まれ、左舷側に水流を受けて本件ゲートに寄せられ、水流に逆ら

って離脱することができなくなった。 

乗組員３人は、救助を要請し、本件ゲート上の道路から救助車のク

レーンで引き揚げられ、救助された。 

本船は、放流が終了した後、引き出されて自力で航行して係船施設

に戻った。 

本船は、船体の深さが約０.８ｍであったので、本インシデント当

時、本件ゲートを約０.５ｍ開いた状態で、流木の除去作業を開始し

た。 

流木の直径は、約０.３～０.４ｍであった。 

船長は、流木の除去作業が、ふだん、大雨の後に行われる作業で、

これまでに何回か行ったことがあり、不安を感じることはなかったも

のの、放流時に行うのは今回が初めてであった。 

本船は、船外機船であった。 

 乗組員３人は、救命胴衣を着用していた。 

分析 本船は、ダムの放流時、船外機の推力を上回る水流に引き込まれた

ことから、航行ができなくなり、運航が阻害されたものと考えられ



る。 

原因 本インシデントは、本船が、ダムの放流時、船外機の推力を上回る

水流に引き込まれたため、航行ができなくなったことにより発生した

ものと考えられる。 

参考  ダム管理者は、本インシデント後、次の措置を採った。 

 ・放流時には作業船等でゲート付近に近づかない旨の注意事項を本

船及び係船設備の見えやすい場所に掲示した。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船舶の諸性能を考慮して作業を行うこと。 

 


